
「個別避難計画の作成について」
岡山市逃げ遅れゼロを目指す防災戦略
～みんなの命をつなぐプロジェクト～

令和３年１１月２２日（月）
岡山県地区防災計画等作成推進協議会

第４回個別避難計画研究部会

岡山市危機管理室



個別避難計画の概要

○ 個別避難計画は、高齢者や障害者等の自ら避難することが困難な避難行動要支援者ごとに
作成する避難支援のための計画

○ 令和３年５月に災害対策基本法が改正され、計画作成が市町村の努力義務となった。

１ 概要

＜イメージ図＞
２ 対象者

※優先度が高いとは?
・災害リスク(注)が高い地域にお住まいの方 など
（注）例:家の2階まで浸水する、土砂災害の危険性が高い

岡山市避難行動要支援者名簿の対象者（施設入所者を除く）
ア 要介護認定３～５を受けている人
イ 身体障害者手帳１・２級（総合等級）の第１種を
所持する身体障害者（心臓、じん臓機能障害のみで該当する者は除く）
ウ 療育手帳Ａを所持する知的障害者
エ 精神障害者保健福祉手帳１級を所持する者、
地域定着支援を利用している精神障害者

オ 障害福祉サービスの介護給付等を受けている難病患者
カ 上記以外で、避難に支援が必要な人で、名簿への掲載を申請した人

○ 市町村が主体となり、地域の自主防災組織や民生委員・児童委員、医療・保健・福祉の
専門職などの関係者と連携して作成。

○ 現時点で優先度の高い避難行動要支援者について、概ね５年程度での作成完了を目指す。

３ 計画の作成

ポイント①
避難行動要支援者名簿に

掲載されている方が対象
ポイント②
まずは優先度が高い方から

作成を進めていく
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▶現行様式は、初めて個別避難計画の作成に取り組む方で
あっても取り組みやすいよう、内容を簡素化。

▶現行様式に含まれていない情報であっても、支援に
あたって必要となる情報もあると考えられることから、
例えば、各地域で必要な情報を付加するなど、独自の
様式を使用することも可能。

▶今後、福祉専門職の方など、専門的知見を有する方にも
個別避難計画の作成にご協力いただくことを想定してい
ることから、例えば、作成される方のスキル等に応じて、
使用する様式を分けること等についても検討中。

▶こうした点について、岡山市では、現在実施中の個別避
難計画作成モデル事業の成果等を踏まえて、より使いや
すく、より効果的な内容となるよう運用を整理する予定。

▶なお、今後、もし様式に変更があった場合であっても、
現行の様式で作成されたものを個別避難計画として取り
扱うこととしていただいて問題ない。

様式の取り扱いについて

計画様式（岡山市現行版）



◇平成３０年7月豪雨の対応検証をもとに、令和元年度より、共助の体制の構築に向け、自主防災組織
結成促進への取組を実施
→自主防災組織の組織率が94.1％（R3.4時点）と結成数が大幅に増加

自主防災組織を中心とした、避難行動要支援者の避難支援体制の構築を進める

▷多様な取組モデル構築による全市展開
災害リスクや地域特性、作成取組状況の異なる３地区での事業実施を通して、進捗状況に応じた取組手法や課題

への対応策などを検証し、全市に取組を展開する

▷庁内外の介護・福祉関係機関等との連携による支援体制構築

■背景・経緯

■本市取組のねらい

■モデル事業の主な取組 ■モデル事業実施地区
操南学区
（中区）

洪水浸水想定:２～５ｍ
これから作成に取り組む地域

城東台学区
（東区）

高齢化が進む大規模開発団地
作成に着手し始めた地域

千種学区
（東区）

洪水浸水想定:２～５ｍ、５ｍ以上
土砂災害警戒区域:５８か所
昨年度から、作成に着手している地域

１．研修の実施、人材育成
モデル事業に取組む関係者に対し、計画の必要性や
作成の進め方等の基礎的な研修を実施する

２．作成検討会議の開催
関係者の役割分担の確認、対象者の選定、計画作成後
の検証等を行う会議を開催する

３．福祉避難所への直接避難の検討
福祉避難所への直接避難を想定した避難訓練を実施し、
より安全な避難を行うための対応策を検討する

内閣府個別避難計画作成モデル事業（市町村事業）

「岡山市逃げ遅れゼロを目指す防災戦略 ～みんなの命をつなぐプロジェクト～」

個別避難計画作成モデル事業（概要）
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モデル事業の取組状況

操南学区
（中区）

洪水浸水想定:２～５ｍ
これから作成に取り組む地域

城東台学区
（東区）

高齢化が進む大規模開発団地
作成に着手し始めた地域

千種学区
（東区）

洪水浸水想定:２～５ｍ、５ｍ以上
土砂災害警戒区域:５８か所
昨年度から、作成に着手している地域

２ モデル地区

３ スケジュール

１ 概要
○ 個別避難計画の効果的・効率的な作成手法等の確立のため、内閣府防災担当において、全国の34市区町村が参加しモデル事業を実施。
○ 本市おいても、災害リスクや地域特性等の異なる３地区をモデル地区とし、地域性に応じた取組手法や課題への対応策などを検証中。

内閣府個別避難計画作成モデル事業（市町村事業）
「岡山市逃げ遅れゼロを目指す防災戦略 ～みんなの命をつなぐプロジェクト～」

○ 市内３か所のモデル地区は以下の通り。

○ モデル事業のスケジュールは以下の通り。

４ モデル地区の取組内容

避
難
訓
練

調
整
会
議

訪
問
・
聞
き
取
り

■モデル事業により見えてきたこと
普段から本人の状況をよく知る民生委員と一緒に訪問
→本人にとっては、話しやすく、理解も得られやすい
ことが分かった。

対象者宅を訪問し、取組内容について説明するとともに、本人の状況に
ついて聞き取り等を行う。 （計画書の記入を依頼する場合もある）

■モデル事業により見えてきたこと
関係者が集まって話をすることで具体的な支援内容等
の認識が共有でき、顔の見える関係の構築につながる
ことが分かった。

本人・家族や支援者となる近隣住民、自主防災組織、民生委員、ケアマネ
ジャー、行政関係等の関係者が集まり、本人の状況や支援内容、避難方法等
を話し合う。検討内容を踏まえ、様式に必要事項を記入し、計画書を作成。

作成した計画に基づいて避難訓練を行う。

■モデル事業により見えてきたこと
実際に避難を体験することにより、計画内容の
検証ができ、より実効性の高めることができる。
訓練自体が地域住民と顔を合わせる機会となり、
地域のつながりづくりの場となることが分かった。

○ 各地区の自主防災組織や民生委員等を中心に取り組んでいる。
○ 取組の基本的な流れは、

①訪問・聞き取り→②調整会議→③避難訓練
という３つのステップ。

○ ケアマネジャー等の専門職にも参画してもらい、福祉サービス
を活用した事前避難を検討するなど、より実効性の高い避難方法
や効果的・効率的な取組手法を検証中。
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操南学区（上藤崎町内会）における取組内容

555

① 研修会の開催
→計画作成の必要性や方法等を学ぶため有識者
による研修会を開催。

② 対象者宅への訪問・聞き取り
→対象者宅を訪問し、取組内容について説明し、
本人の状況について聞き取り等を行う。

→介護サービス利用者については、担当ケアマネジャーから、
本人の状況や支援内容について助言をもらう。

③ 調整会議
→対象者の家族や近隣住民、自主防災会等の
関係者が集まり、チェックリストに基づき、
本人の状況や避難方法等を整理。
可能ならその場で計画書に必要事項を記入。

④ 関係者間で計画を共有
→計画書は市へ提出するとともに、本人と支援者、
自主防災会で共有。

■岡山市中区に位置
■世帯数１６９世帯
■会員数５４６人（※R３、１０月時点）
■河川に挟まれたエリアに位置
学区全域が浸水想定区域内
洪水の浸水想定2～5ｍ

１ 操南学区（上藤崎町内会） ２ 取組体制

３ 取組の流れ

■地域の関係者
・上藤崎町内会自主防災会 ・・取組主体

■協力機関
・香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構（IECMS）

特命准教授 磯打千雅子氏 ・・研修会講師、訓練内容への助言
・担当ケアマネジャー ・・計画内容への助言
・岡山市立操南中学校・・避難訓練での中学生ボランティアの協力
・岡山市立操南公民館・・避難訓練での防災グッズ作成講座の開催

■岡山市関係機関
・危機管理室 ・・取組全般への支援、助言

⑤ 地域全体で避難訓練を実施
→計画を作成した要支援者本人も参加し、地域全体で避難訓練を実施。
近隣中学校の生徒が、防災学習の一環としてボランティア参加。

①安否確認用タスキ掲示訓練
→訓練当日朝に
災害時の安否確認用に
自主防災会で購入した
共通のタスキを
家の玄関先に掲げる。

②避難経路確認訓練
→班ごとに避難先までの経路を歩き、
危険箇所や避難先の設備などを確認。

③公民館職員による
防災グッズ作成講座

→近隣の公民館の
職員が身近なもので
防災グッズを作成
する講座を開催。

■訓練の様子

④振り返りワークショップ
→避難経路確認時に気づいたことや
今後の課題などについて共有。
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城東台学区（城東台西町内会）における取組内容

① アンケート実施・対象者選定
→町内会独自で住民向けにアンケートを実施し、
支援が必要な方を把握。
民生委員等とも相談したうえで、対象者の選定を行う。

② 訪問・聞き取り
→対象者の自宅を訪問し、個別避難計画について説明

③ 地域住民向け説明会の開催
→計画作成の必要性や方法等を学ぶため危機管理室職員
による説明会を開催。

④ 調整会議
→対象者の家族や近隣住民、自主防災会、ケアマネジャー、行政機関の
関係者が集まり、チェックリストに基づき、本人の状況や避難方法等
を整理。その場で計画書に必要事項を記入する。

⑤ 関係者間で計画を共有
→計画書は市へ提出するとともに、本人と支援者、自主防災会等で共有。

⑥ 避難訓練を実施（予定）

地域住民の方に取組の必要性や
具体的なイメージを持ってもらう
ことで、地域全体の機運を高める
ことができた。

■岡山市東区に位置
■高齢化が進む大規模開発団地
作成に着手し始めた地域

１ 城東台学区（城東台西町内会） ２ 取組体制

３ 取組の流れについて
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■地域の関係者
・城東台西町内会自主防災会 ・・取組主体
・民生委員 ・・訪問への同行、調整会議への出席

■協力機関
・担当ケアマネジャー ・・調整会議への出席、

計画内容への助言
■岡山市関係機関
・危機管理室 ・・取組全般への支援、助言

ケアマネジャーに参加してもらうことで・・・
・本人・家族の代弁者として、本人の心身の状況や生活実態
等について的確な説明ができ、より丁寧に理解できる。

・ショートステイ等の福祉サービスを利用した事前避難
などを活用についても検討できる。

・ケアマネジャーにとっても、普段接点のない地域住民との
つながりを持つ機会となり、平時の支援にも活きる。

■ポイント



千種学区（弓削町内会）における取組内容

① 対象者の選定
→単位町内会の役員、民生委員で要配慮者の選定を行う。
② 地域への説明
→要配慮者の住んでいる組⾧（常会⾧、班⾧等）に意見聴取。
③ 訪問・聞き取り
→要配慮者の自宅を訪問し、個別避難計画について説明

④ 計画記入への依頼
→本人又は代理人の同意が得られた人に個別避難計画の記入を

依頼する。

⑤ 調整会議（町内会の対応を協議）
→提出された個別避難計画に基づき、町内会としての避難計画を作成

⑥ 要支援者リストの作成・関係機関に共有
→災害時要支援者リストを作成し、連合町内会、岡山市へ共有。

⑦ 避難訓練を実施（予定）
→個別避難計画に基づいて、福祉避難所への直接避難等を
行う訓練を実施する。

町内会の役員と班⾧に加え、普段から本人の
状況をよく知る民生委員と一緒に訪問
→本人にとっては、話しやすく、安心できる。
理解も得られやすい。

関係者が集まって対応を検討
→計画内容の課題の洗い出しを行う

※平成30年7月豪雨時
の浸水状況

＜災害リスクの状況＞
■洪水浸水想定
２～５ｍ、５ｍ以上

■土砂災害警戒区域
５８か所

■岡山市東区に位置
■世帯数１１６世帯
■人口２４８人（※R３、３月時点）

■地域の関係者
・弓削防災会総代・・総合調整
・常会⾧（班⾧）・・要支援者の人選及び避難調整
・民生委員・・要配慮者への説明と聞き取り

避難計画時の情報提供
■岡山市関係機関
・危機管理室・・計画作成全般への支援、助言
・保健福祉企画総務課・・福祉避難所との調整
・保健センター・・主に医療・保健的な観点での助言
・地域包括支援センター・・主に介護的な観点での助言

１ 千種学区（弓削町内会） ２ 取組体制

３ 取組の流れ
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■開催時期・回数
令和３年８月～１０月ごろにかけて
市内４区で各区２回ずつ（＋追加開催あり）

→計１０回開催
■参加対象者
地域の自主防災組織、町内会、民生委員・児童委員

など
■参加状況
計1,000名を超える参加申込あり

（１）説明
「個別避難計画の作成について」 （岡山市危機管理室）

（２）基調講演
「要配慮者が地域をつなぐ ～助ける側と助けられる側からの脱却～」
■講師（各回いずれか一人の講師が参加）
・香川大学 四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構（IECMS）

地域強靭化研究センター 創造工学部 防災・危機管理コース
特命准教授 磯打 千雅子 氏

・日本防災士会 岡山県支部
支部⾧ 神田 敬三 氏

（３）取組紹介
「安心して住み続けることができる地域を目指して

～皆で支え合う地域づくり～」
■講師
・千種学区連合町内会、千種学区連合自主防災会

会⾧ 伊永 高明 氏

（４）登壇者によるパネルディスカッション

（５）説明
「避難所開設・運営について」 （岡山市危機管理室）

個別避難計画作成についての説明会

地域における避難行動要支援者の個別避難計画の作成への取組を推進するため、地域の自主防災組織
や町内会、民生委員・児童委員の方々向けに、その必要性や実際に計画作成を進めている地域の取組等
に関する講演を中心とした説明会を開催している。

全体２時間３０分程度
１ 開催概要 ２ 内容

３ 当日の様子
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関係機関との連携に向けた取組

9

１．医療・保健・福祉の専門職との連携に関する取組

○ 介護支援専門員協会、相談支援専門員協会、訪問看護ステーション連絡協議会などの医療・保健・福祉の関係機関
との意見交換の場を定期的に開催。

○ 計画作成にあたって担当ケアマネジャーより本人の状況について助言を得る。
○ 担当ケアマネジャーに調整会議の場に参加してもらう。
○ 自立支援協議会や専門職の自主的な勉強会等の既存の会議等に参加し、意見交換を実施。
○ 地域包括支援センターと連携し、ケアマネジャー向けに、ハザードマップの見方や個別避難計画作成に関する内容を

取り入れた研修を実施予定。
○ 医療的ケアを要する方について、法改正前より保健所を中心に、訪問看護師などと連携して個別支援計画の作成に

取り組んでおり、今後、危機管理室も連携し、医療的ケア分野についても取り組んでいく予定。

２．専門職以外の多様な関係者との連携に関する取組

○ 各モデル地区の自主防災組織が中心となり、民生委員・児童委員や福祉関係者等と連携し、計画を作成。
○ 全市の自主防災組織や民生委員・児童委員を対象に、個別避難計画に関する理解促進を図るべく、有識者による講演

や実際に計画作成に取り組んでいる地域の取組紹介などを内容とした説明会を開催。
○ 各地区の自主防災組織や民生委員・児童委員等の要望に応じ、個別に出前講座を開催。
○ モデル事業の取組状況を関係機関との情報共有を図るため、以下のような場で進捗状況を説明。

＊地域包括支援センターや社会福祉協議会など、福祉や地域づくり等の関係機関が集まる既存の会議
＊地域包括支援センターの各センター⾧が集まる会議
＊社会福祉協議会等が取り組んでいる地域ごとの協議会

○ 公民館との連携で、以下のような取組を実施
＊地域の自主防災組織同士の情報交換の場で取組状況を共有
＊操南学区の避難訓練時に、公民館職員による身近なもので防災グッズを作成する講座を開催

○ 中学校との連携で、以下のような取組を実施。
＊操南学区の避難訓練時に、近隣中学校の生徒がボランティアとして参加し、地域住民と一緒に避難訓練や振り返り
ワークショップを体験。

＊地域住民との防災に関する意見交換会を開催。



取組のポイント
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■優先度の高い者
災害リスクの高い地域に居住する要支援者

比較的症状の軽度な方

症状の重度な方:

地域の自主防災組織が
中心となって作成

（共助）

市が主体となり、
医療・保健・福祉の

専門職の協力のもと作成
（公助）

１．対象者の状況に応じた作成手法の検討（案）

ポイント①
自主防災組織を中心とした
地域における避難支援体制づくりに重点を置く

ポイント②
地域のみでは作成が困難な方については

専門職の協力を得て作成を進める
ポイント③
単なる計画作成のみに終わるのではなく、
関係機関と連携し、地域防災力の向上を目指す

■作成の進め方

２．地域全体での避難訓練の実施
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①安否確認用タスキ掲示訓練
→訓練当日朝に
災害時の安否確認用に
自主防災会で購入した
共通のタスキを
家の玄関先に掲げる。

②避難経路確認訓練
→班ごとに避難先までの経路を歩き、
危険箇所や避難先の設備などを確認。

③公民館職員による
防災グッズ作成講座

→近隣の公民館の
職員が身近なもので
防災グッズを作成
する講座を開催。

○ 計画を作成した要支援者本人も参加し、地域全体で避難訓練を実施。
○ 近隣中学校の生徒が、防災学習の一環としてボランティア参加。

④振り返りワークショップ
→避難経路確認時に気づいたことや
今後の課題などについて共有。

10

３．地域関係者向けに説明会を実施

地域での計画作成を推進するため、全市の自主防災組織
や民生委員・児童委員の方々向けに、説明会を開催。

■開催時期・回数
令和３年８月～１０月ごろにかけて
市内４区で各区２回ずつ（＋追加開催あり）

→計１０回開催
■参加対象者
地域の自主防災組織、町内会、民生委員・児童委員

など
■参加状況
計1,000名を超える参加申込あり
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今後に向けた課題

A）自主防災組織が未結成の町内会に対する結成促進、
計画作成の取組への支援

B）医療・介護依存度の高い方の計画作成には、
ケアマネジャー等の医療・保健・福祉の専門職の
参画がなければ、地域のみでは対応が困難

避難支援体制の核となる自主防災組織の
結成・活動の促進を図るとともに、
医療・保健・福祉の専門職の参画を得る
ための仕組みの構築が不可欠。

具体的な計画作成方法等に関する
理解促進を図るための仕組みが不可欠。

関係機関の連携や情報共有、
課題解決を図るための場が不可欠。

A）関係機関同士の連携体制や情報共有の促進
B）実効性確保に向けた避難先の確保等の課題解決の
ための継続的な検討
（特に福祉避難所の確保、医療的ケアが必要な場合の電源
の確保等）

Ⅰ 計画作成の「体制」に関する課題

Ⅱ 計画作成の「方法」に関する課題
A）自主防災組織等に対する具体的な計画作成方法や
個人情報の取扱いへの理解促進

B）医療・保健・福祉の専門職に対する計画作成方法や
防災知識への理解促進

Ⅲ 計画内容の「実効性」に関する課題
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